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⑴ 労働条件の明示について⑴ 労働条件の明示について

労働者を雇い入れた時には、
賃金、労働時間等の労働条件
を「書面の交付」により明示し
なければいけません。

Point 1 労働条件は書面で明示しましょう。
➡ 労働基準法第15条

労働条件通知書

○○○○ 殿
株式会社 ××××
代表取締役 △△△△㊞

あなたを下記の労働条件で採用
します。

記
１ 契約期間
２ 就業の場所
３ 従事する業務内容
４ 労働時間、休日、休暇
５ 賃金額、計算期間、支払期日
６ 退職手続き
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○ 明示すべき労働条件の内容○ 明示すべき労働条件の内容

 労働契約の期間 （期間の定めの有無。定めがある

場合はその期間、更新の有無及び更新する場合の
判断基準）

 就業の場所・従事する業務の内容

 労働時間に関する事項 （始業・終業時刻、時間外
労働の有無、休憩、休日、休暇等）

 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払
の時期に関する事項

 退職に関する事項 （解雇の事由を含む）

書面で明示すべき労働条件の内容
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○ 明示すべき労働条件の内容○ 明示すべき労働条件の内容

 昇給に関する事項

 退職手当、臨時に支払われる賃
金、賞与、労働者に負担させる食
費・作業用品、安全衛生、職業訓
練、災害補償、表彰・制裁、休職等
に関する事項

➡ 上記について定めた場合。

その他明示すべき労働条件の内容
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○ 労働日（労働すべき日）や始業・終業時刻などが
「勤務表」により特定される場合の明示方法

○ 労働日（労働すべき日）や始業・終業時刻などが
「勤務表」により特定される場合の明示方法

原則的な始業・終業時刻、休憩、所定休日の考え方を
記載したうえで、以下の例のように記載する。

● 施設介護の場合

「 毎月末日までに、翌月の勤務表（シフト表）を作成
して明示します。」

● 訪問介護の場合

「 別途勤務表で明示します。訪問先への直行・直帰
の場合は、訪問先での業務開始時刻・終了時刻を
始業・終業時刻とします。」
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○ 契約の更新に関する事項○ 契約の更新に関する事項

明示する「更新の有無」の具体的な例

・ 自動的に更新する

・ 更新する場合があり得る

・ 契約の更新はしない 等

明示する「判断の基準」の具体的な例
・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する 等
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○ 注意しましょう①○ 注意しましょう①

● 「労働条件通知書」（書面明示すべき労働
条件がすべて記載されたもの）を対象労働者
に交付し、その写しを事業所で保管する。
→「○」

● 労使双方が署名捺印した「雇用契約書」
（書面明示すべき労働条件がすべて記載され
たもの）を２部作成し、労使で１部ずつ保管し
合う。→「○」

「書面の交付」とは・・・？
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○ 注意しましょう①○ 注意しましょう①

● 「就業規則」の写しを交付する。→「×」
（ 労働契約の期間の有無、就業の場所・従事する
業務内容、賃金に関すること等書面明示する項目
が不足しています。）

● 「雇用契約書」（１部のみ作成）に署名捺印
を求め、契約書そのものは労働者に交付しな
い。（事業所のみで保管する。）→「×」

「書面の交付」とは・・・？
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○ 注意しましょう②○ 注意しましょう②

６か月契約、１年契約などの期間の定めのあ
る契約（有期労働契約）を結ぶ場合には、

契約更新の都度
労働条件の明示（書面の交付）が必要です。

有期労働契約の更新時は、あらためて書面に
よる明示が必要ですか？
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⑵ 就業規則について⑵ 就業規則について

「常時10人以上」の労働者を使用する事業場は、就業規則
を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

就業規則を変更した場合も、同様です。

「10人以上の労働者」には、介護労働者はもちろん、次の
労働者の方も含まれます。

● 事務員、警備担当者等、介護労働者以外の労働者

● 短時間労働者、有期契約労働者等のいわゆる非正規
労働者

Point 1 就業規則を作成し、届け出ましょう。
➡ 労働基準法第89条
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○ 就業規則に規定すべき事項○ 就業規則に規定すべき事項

必ず規定すべき事項

 労働時間に関する事項 （始業・終業時刻、 休憩、休
日、休暇等）

 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払
の時期、昇給に関する事項

退職に関する事項 （解雇の事由を含む）

定めた場合に規定すべき事項

退職手当、臨時の賃金等、労働者に負担させる食費・
作業用品、 安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁
等に関する事項
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○ 注意しましょう○ 注意しましょう

就業規則は、非正規労働者も含め、事業場で
働く全ての労働者に適用されるものでなければ
なりません。

● 全労働者に共通の就業規則を作成する

● 正社員用の就業規則とパートタイム労働
者用の就業規則を作成する

などにより、全ての労働者についての就業規則
を作成してください。
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就業規則の内容は、法令等に反してはなりません。

また、就業規則を作成しているのに、その内容が実際
の就労実態と合致していない例がみられます。

このような状況にあっては、労働条件が不明確になり、
労働条件をめぐるトラブルにも繋がりかねません。

労働者の就労実態に合致した内容の就業規則を作成
してください。

Point 2 適正な内容の就業規則を作成しましょう。

➡ 労働基準法第92条
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作成した就業規則は、以下の方法により労働者に周知しなければ
なりません。

● 常時事業場内の各作業場ごとに掲示し、又は備え付けること

● 書面を労働者に交付すること

● 電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記
録の内容を常時確認できるパソコン等の機器を設置すること

労働者からの請求があった場合に就業規則を見せるなど、就業規
則を労働者が必要なときに容易に確認できない方法では、「周知」に
なりませんので注意してください。

Point 3 就業規則を労働者に周知しましょう。
➡ 労働基準法第106条
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○ あなたの事業場の就業規則は大丈夫ですか？○ あなたの事業場の就業規則は大丈夫ですか？

 労働者が容易に確認できる場所に備え付けられて
いますか？

 給与規定や退職金規程などの附属規程が一体と
なった形で備え付けられていますか？

 変更内容が規程集（備え付け用）にきちんと反映さ
れていますか？

 監督署に届け出た「変更届」（変更箇
所）がそのままいくつも綴じ込まれてい
るだけで、現在の内容がすぐにはわか
らない状態になっていませんか？
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⑶ 労働時間について⑶ 労働時間について

労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、介護
サービスを提供している時間に限るものではありません。

特に、次のような時間について、労働時間として取り扱っていない
例がみられますが、労働時間として適正に把握、管理する必要があ
りますので留意してください。

● 交替制勤務における引継ぎ時間
● 業務報告書等の作成時間
● 利用者へのサービスに係る打ち合わせ、会議等の時間
● 使用者の指揮命令に基づく施設行事等の時間とその準

備時間
● 研修時間

Point 1 労働時間の適正な取扱いを徹底しましょう。

➡ 労働基準法第32条など
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（主な内容）

 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日
ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること

 始業・終業時刻の確認・記録に当たっては、原則として、
① 使用者が自ら現認して、
② タイムカード等の客観的な記録を基礎として、

確認・記録すること 等

Point 2 労働時間を適正に把握しましょう。
➡ 労働基準法第32条、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき
措置に関する基準」（平成13年4月6日付け基発第339
号）に基づき、適正に労働時間を把握してください。
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介護事業場（訪問、施設）の法定労働時間は、パート労働者など
の非正規労働者を含めて、常時１０人以上の労働者を使用する事
業場は「１日８時間・１週４０時間」、常時１０人未満の特例事業場
は「１日８時間・１週４４時間」です。

介護労働者の所定労働時間は、この法定労働時間の枠内で設
定（シフト表を作成）する必要があります。これを超える場合は、３６
協定の締結・届出と法定の割増賃金の支払いを行わなければいけ
ません。

一定の要件を満たすことにより、①１か月単位の変形労働時間制、
②１年単位の変形労働時間制を採用することが可能です。

Point 3 所定労働時間（シフト表）は、法定労働時間内で設定

（作成）しましょう。 ➡労働基準法第32条 ほか
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● １年単位の変形労働時間制

毎年、労使協定を適切に締結し、労働基準監督署長に届け
出ましょう。就業規則等により、適切に枠組みを定めましょう。

法定の上限時間： １年間２０８５時間
(４０時間×３６５日÷７日≒２０８５時間)

● １か月単位の変形労働時間制

労使協定、就業規則等により、適切に枠組みを定めましょう。
各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに
具体的に特定してください。（上限：３０日の月１７１．４時間、
３１日の月１７７．１時間、２８日の月１６０時間）

Point 4 変形労働時間制等は正しく運用しましょう。

➡労働基準法第32条の2、第32条の4 ほか
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時間外労働・休日労働を行わせ
る場合には、「時間外・休日労働
に関する労使協定」（３６協定）を
締結し、労働基準監督署長に届
け出る必要があります。

３６協定は、労働基準監督署長
に届出した日以降から効力が発
生しますので、有効期間の初日ま
でに届出を行って下さい。

Point 5 ３６協定を締結・届出しましょう。

➡労働基準法第36条

延長時間の上限時間

① 一般の労働者の場合
１か月 45時間
１年間 360時間

② １年単位の変形労働時間制
対象者の場合

１か月 42時間
１年間 320時間
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３６協定の締結に当たって留意いただく事項

ポイント
○時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。
○使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務
を負うこと。
労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意。

○時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明
確にすること。

○臨時的な特別の事情がなければ上限時間（月45時間・年360時間）を
超えられないこと。
上限時間を超える必要がある場合は、できる限り具体的に定めること。
（特別条項付き３６協定の締結が必要︓月100時間未満（時間外及び休日の合計
の労働時間数）、年720時間（時間外のみの労働時間数））

特別条項で延長する場合、月末２週間と翌月初２週間の４週間に160時間の時間外労
働を行わせるといったような、短期に集中して過重な労働となることは望ましくない
ことに留意してください。
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現行（改正後）の３６協定の様式（特別条項がない場合）
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24

現行（改正後）の３６協定の様式（特別条項がある場合）



25



時間外労働や休日労働を行わせる場合
には、締結した３６協定の範囲内でなけれ
ばなりません。

Point 6 時間外・休日労働は、３６協定の範囲内にしましょう。

➡労働基準法第32条、第35条
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⑷ 休憩・休日について⑷ 休憩・休日について

労働時間が「６時間を超える場合には少なくとも４５分」、「８時間を超
える場合には少なくとも１時間」の休憩が、労働時間の途中に必要です。

休憩は、労働者の自由に利用させなければなりません。

特に、次のような例がみられることから、夜間時間帯や利用者の食事
時間帯においても、休憩が確実に取得できるよう徹底してください。

● 代替要員の不足等から、「夜勤時間帯の休憩」が確保さ
れていない例

● 正午～午後１時などの所定の休憩時間に、利用者の食
事介助等を行う必要が生じ、休憩が確保されていない例

Point 1 休憩は確実に取得できるようにしましょう。

➡労働基準法第34条
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使用者は、労働者に対して「毎週少なくとも１回」の休日
を与えなければなりません。（４週間を通じ４日の休日を
与えることも認められます。）

この「休日」とは、単に連続２４時間の休業を指すのでは
なく、原則として暦日（午前０時から午後１２時まで）の休
業をいいます。

したがって、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日に
は該当しませんので注意してください。

Point 2 夜間勤務者等の法定休日を確保しましょう。

➡労働基準法第35条
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○ シフト表の例と法定休日の考え方○ シフト表の例と法定休日の考え方
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⑸ 賃金について⑸ 賃金について

賃金は、いかなる労働時間についても支払わなければ
なりません。

労働時間に応じた賃金の算定を行う場合（時給制など
の場合）には、

● 交替制勤務における引継ぎ時間
● 業務報告書の作成時間等
● 介護サービスに直接従事した時間以外の労働時間

も通算した時間数に応じた算定をしてください。

Point 1 労働時間に応じた賃金を、適正に支払いましょう。

➡労働基準法第24条
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時間外労働に対しては、２５％以上の割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。

１か月に６０時間を超える時間外労働については、法定割増賃
金率が現行の２５％から５０％に引き上げられました。

ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引
き上げは猶予されます。

※ 猶予される中小企業（事業場単位ではなく、「企業単位」で判断されます。）

医療・福祉はサービス業に含まれ、

（資本金または出資の総額） （常時使用する労働者数）

５，０００万円 または １００人以下
が中小企業に該当します。資本金や出資金の概念がない場合には、労働者数のみ

で判断することとなります。

Point 2 時間外・深夜割増賃金を支払いましょう。

➡労働基準法第37条
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深夜業（午後１０時から午前５時までの労働）に対して
は、２５％以上の割増賃金を支払わなければなりません。

休日労働に対しては、３５％以上の割増賃金を支払わ
なければなりません。
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賃金は、地域別最低賃金（福岡県最低賃金）以上の金
額を支払わなければなりません。

Point 3 最低賃金以上の賃金を支払いましょう。

➡最低賃金法第4条

地域別最低賃金は、産業や職種にかか
わりなく、都道府県内のすべての労働者に
対して適用される最低賃金として、各都道
府県ごとに定められています。
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○ 最低賃金の対象となる賃金○ 最低賃金の対象となる賃金

① 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

② １か月を超える期間ごとに支払われる賃金
（賞与、ボーナスなど）

③ 時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金

④ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

「最低賃金の対象となる賃金」は、通常の労働時間、労
働日に対応する賃金に限られます。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除
外したものが最低賃金の対象となります。
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○ 支払う賃金と最低賃金額との比較方法○ 支払う賃金と最低賃金額との比較方法

時給の場合

時給 ≧ 最低賃金額（時間額）

日給の場合

日給÷１日の所定労働時間数
≧ 最低賃金額（時間額）

月給の場合

月給÷１か月の平均所定労働時間数※
≧ 最低賃金額（時間額）

※１か月の平均所定労働時間数

＝１年間の所定労働時間数/１２か月
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○ 月給制の場合の換算方法の例○ 月給制の場合の換算方法の例

■ 福岡県最低賃金は、８７０円（時間額）として計算します。

１ 月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。
月給額×１２か月

年間総所定労働時間

２ Ａさんの場合、１の計算式に当てはめると
月給１５０，０００円×１２か月
２６０日×８時間（２，０８０時間）

→ したがって、この場合は、最低賃金法に違反することになります。

福岡県内で働く労働者Ａさんは、以下の条件で働いています。

● 年間所定労働日数 ２６０日（年間所定休日 １０５日）

● 月給 １５０，０００円（※精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除く。）

● 所定労働時間 毎日８時間

≧ 最低賃金（時間額）

≒ ８６５円３８銭 ＜ ８７０円
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⑹ 年次有給休暇について⑹ 年次有給休暇について

非正規労働者も含め、

６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上
出勤した労働者

に対しては、年次有給休暇を与えなければなりま
せん。

Point 1 非正規労働者にも年次有給休暇を付与しましょう。

➡労働基準法第39条
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○ 年次有給休暇の付与の要件○ 年次有給休暇の付与の要件
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○ 年次有給休暇の日数○ 年次有給休暇の日数

「所定労働日数が少ない労働者」に対しても、所定労働日数に
応じた年次有給休暇を与える必要があります（ 比例付与）。
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○ 比例付与の日数○ 比例付与の日数

年次有給休暇の比例付与の日数は、基準日（年次有給休暇
付与日）における１週間の所定労働日数によります。

また、１週間の所定労働日数が決まっていない場合は、基準
日において予定されている今後１年間の所定労働日数によりま
す。

今後１年間の所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直
前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支
えありません。

例えば、雇入れの日から起算して６か月経過後に付与される
年次有給休暇の日数については、過去６か月の労働日数の実
績を２倍したものを「１年間の所定労働日数」とみなして判断して
差し支えありません。
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年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減
額その他の不利益な取扱いをしてはいけません。

例えば、

精皆勤手当や賞与の額の算定に際して、年次有給
休暇を取得した日を「欠勤」として取り扱うこと

は、不利益取扱いとして禁止されます。

Point 2 年次有給休暇の取得を抑制する不利益取扱いは

しないようにしましょう。 ➡労働基準法第136条
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⑺ 解雇・雇止めについて⑺ 解雇・雇止めについて

やむを得ず労働者の解雇を行う場合には、少なくとも
３０日前までの予告が必要です。

予告を行わない場合には、解雇までの日数に応じた
解雇予告手当を支払う必要があります。

Point 1 解雇を行う場合は、予告等の手続を取りましょう。

➡労働基準法第20条
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● 期間の定めのない労働契約の場合

➡ 労働契約法の規定により、権利の濫用に当たる解雇は無効
となります。

● 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）の場合

➡ 労働者と有期労働契約を締結している場合には、やむを得
ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇するこ
とはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、
解雇の有効性は厳しく判断されます。

Point 2 解雇について労働契約法の規定を守りましょう。

➡労働契約法第16条、第17条第1項
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「有期労働契約の締結、
更新及び雇止めに関する基準」

（平成15年厚生労働省告示第357号）

有期労働契約については、契約更新の繰り返しによ
り、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、
契約更新をせずに期間満了をもって退職させるなど
の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題
となっています。この基準は、このようなトラブルの防
止を図るため、労働基準法第14条第2項に基づき、使
用者が講ずべき措置について定めたものです。

「有期労働契約の締結、
更新及び雇止めに関する基準」

（平成15年厚生労働省告示第357号）

有期労働契約については、契約更新の繰り返しによ
り、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、
契約更新をせずに期間満了をもって退職させるなど
の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題
となっています。この基準は、このようなトラブルの防
止を図るため、労働基準法第14条第2項に基づき、使
用者が講ずべき措置について定めたものです。
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Point 3 雇止めを行う場合は、予告等の手続を取りましょう。

➡有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第2条ほか



○ 有期労働契約を「更新しない場合」○ 有期労働契約を「更新しない場合」

有期労働契約（※）を「更新しない場合」には、
少なくとも３０日前までの予告が必要です。

（※） ３回以上更新されているか、１年を超えて継続して雇用
されている労働者に係るものに限り、あらかじめ更新しない
旨明示されているものを除きます。

労働者から請求があった場合には、解雇・雇止
めの理由等について、「証明書」を交付する必要
があります。
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⑻ 労働者名簿、賃金台帳について⑻ 労働者名簿、賃金台帳について

Point 1 労働者名簿、賃金台帳を作成、保存しましょう。

➡労働基準法第107条、第108条、第109条

労働者名簿 賃金台帳

記載

事項

労働者の氏名、
雇入れの年月日、
退職の年月日及び

その事由 等

労働者の氏名、賃金計算期間、

労働日数、労働時間数、時間外
労働時間数、休日労働時間数、
深夜労働時間数、基本給、手当そ
の他賃金の種類ごとにその額 等

保存

期間

労働者の退職等の日
から３年間

最後の記入をした日から３年間
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⑼ 安全衛生の確保について⑼ 安全衛生の確保について

「常時５０人以上」の労働者を使用する事業場は、
● 衛生管理者、産業医の選任
● 衛生委員会の設置

を行う必要があります。

「常時１０人以上５０人未満」の労働者を使用する事業場は、
衛生推進者を選任する必要があります。

これらの衛生管理体制を整備し、労働者の健康障害の防
止、健康の保持増進、労働災害の防止などを図りましょう。

Point 1 衛生管理体制を整備しましょう。

➡労働安全衛生法第12条、第12条の2、第13条、第18条ほか
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非正規労働者も含め、常時使用する労働者に対しては、
● 雇入れの際
● １年以内ごとに１回

（※ 深夜業に常時従事する者は、６か月以内ごとに１回）
定期に健康診断を実施しなければなりません。

健康診断の実施は法で定められたものですので、その実施に
要した費用を労働者に負担させることはできません。

Point 2 健康診断を確実に実施しましょう。
➡労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条ほか
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○ 短時間労働者に対する健康診断は？○ 短時間労働者に対する健康診断は？

短時間労働者であっても、下記①②のいずれにも該当
する場合は「常時使用する労働者」として健康診断が必
要です。

① 期間の定めのない労働契約又は期間１年以上の
有期労働契約により使用される者、契約更新により
１年以上使用され、又は使用されることが予定され
ている者

② 週の労働時間数が、通常の労働者の週の労働時
間数の４分の３以上である者
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労働基準法の改正について
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「働き方改革関連法」の全体像

１ 時間外労働の上限規制を導入（大企業2019年4月1日施行）（中小企業2020年4月1日施行）

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設

定します。

２． 年次有給休暇の確実な取得（2019年4月1日施行）

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければな

りません。

３． 中小企業の月60時間を超える残業の割増賃金率の引上げ（2023年4月1日施行）

月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げます。

4. 「フレックスタイム制」の拡充（2019年4月1日施行）

より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間（清算期間）を3か月まで延長で

きます。
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5. 「高度プロフェッショナル制度」を創設（2019年4月1日施行）

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に

健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適

用除外にできます。

6. 産業医・産業保健機能の強化（2019年4月1日施行）

産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とし

ます。

7. 勤務間インターバル制度の導入促進（2019年4月1日施行）

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければなりま

せん。

8. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間との不合理な待遇差の禁止

（大企業2020年4月1日施行）（中小企業2021年4月1日施行）

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇につい

て不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
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法改正
その1 年次有給休暇の確実な取得

2019年4月1日施行

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働
者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

●年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい

等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています 。

●このため、今般、労働基準法が改正され、2019年４月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が

付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させる

ことが必要となりました。
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■時季指定義務のポイント

労働者の申出による取得（原則） 使用者の時季指定による取得（新設）

労働者が使用者に

取得時季を申出

使用者が労働者に

取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し使

用者が取得時季を指定

労働者

「○月×日に

休みます」 使用者 労働者 「○月×日に休

んでください」

使用者

１０日付与（基準日）

【（例）4/1入社の場合】

4/1 入社 10/1 4/1 9/30 

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

◆対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に限ります。

◆労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日について、使用者が取得時季を指定し

て与える必要があります。

（※）使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

◆年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

（※）労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数（計画的付与）については、

５日から控除することができます。

（例） 労働者が自ら５日取得した場合 ⇒   使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒                   〃

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒   使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒         〃 ３日 〃

（※）半日単位の年休は5日から控除することができますが、時間単位の年休は5日から控除することができません。
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※法定の基準日と異なり、 入社日から年次有給休暇を付与する場合や、 全社的に年次有給休暇の
起算日を合わせるために２年目以降に付与日を変える場合などについては、以下のような取扱いとなります。

①法定の基準日（雇入れの日から半年後）より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合

⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければなりません。

１０日付与 法定の基準日

（例）

4/1入社時に

10日付与する場合 4/1入社 10/1         3/31 9/30

５日取得
通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させることに
なるが、４/１に前倒しで付与した場合には、４/１～３/３１まで
の１年間に５日取得させなければならない。

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じる場合（全社

的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）

⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）の長さに応じた日数（比例

按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められます。

（例） １年目の付与日（10日付与） ２年目の付与日（11日付与）
４/１入社で、

初年度は１０/１に付与

翌年度は４/１に付与する場合 4/1入社 10/1            4/1            9/30                  3/31

通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ ５日取得
せ、２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。 ５日取得

この場合には、１０/１～翌々３/３１までの期間（18箇月）に、
18÷12×５日＝７．５日以上取得させることも認められる。

7.５日以上取得
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③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかります。

１０日付与 法定の基準日

（例）

上記①の場合
4/1入社 10/1

５日取得

①の期間

3/31 4/1 3/31 

５日取得

次の期間

2年目の付与日

（例）

上記②の場合
4/1入社 10/1 4/1                    9/30 3/31 4/1 3/31 

５日取得

④10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合

⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの１年間に５日の指定義務がかかります。当該日以前に、分割し

て前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得していた場合には、取得した日数を５日の指定義務から控除することができます。

（例）

４/１入社時に

５日付与し、７/１に

残り５日付与する場合

5日付与 ←合計10日に到達

7/1 

ただし、４/１ ～６/３０までに労働者が自ら年次有給休暇を取得し
ていた場合には、取得した日数を５日から控除することができる。

1年目の付与日

7.5日取得

②の期間 次の期間

5日付与

4/1入社

７/１～翌６/３０までの１年間に５日取得させることが必要。

5日取得

6/30
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ここも注目 ～就業規則による規定～

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第89

条）であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、

時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就

業規則に記載しなければなりません。

（規定例）第○条

１ 項～ ４項（略） （※）厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。

5  第１項又は第２項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第３項の規定にかか

わらず、付与日から１年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が

労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労

働者が第３項又は第４項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数

分を５日から控除するものとする。
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（現在）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は５０％

中小企業は２５％

（2023年4月1日以降）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに５０％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

大企業

中小企業

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%

25% 

大企業

中小企業

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%

50% 

中小企業の月60時間を超える残業の割増賃金
率の引上げ
2023年4月1日から、月60時間を超える残業は割増賃金率が上がります。

法改正
その2
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